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水道料金等の改定について
　消費税率の改定に伴い、水道料金及び公共下水道使用料については平成 26 年５月期分から、水道加入金に
ついては平成 26 年４月１日から料金が改定されます。なお今回の改定は消費税率の引き上げによるものであ
り、本料金の改定はありません。
　また、平成 26 年４月１日以降に開栓してお使いになる場合は、４月期分であっても消費税率８％での請求
となります。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

○水道料金
表１　消費税率引き上げ後の水道料金の影響額の例 （単位：円）
メーター口径 使用水量 税率５％ 税率８％ 差額

13mm
10 ㎥ / 月 １，８７９ １，９３３ ５４
20 ㎥ / 月 ３，９７９ ４，０９３ １１４
30 ㎥ / 月 ６，２８９ ６，４６９ １８０

20mm
10 ㎥ / 月 ２，０４７ ２，１０６ ５９
20 ㎥ / 月 ４，１４７ ４，２６６ １１９
30 ㎥ / 月 ６，４５７ ６，６４２ １８５

※ 1円未満端数切り捨て
○水道加入金
表２　消費税率引き上げ後の水道加入金の影響額 （単位：円）
メーター口径 税率５％ 税率８％ 差額
13mm ９４，５００ ９７，２００ ２，７００
20mm ２１０，０００ ２１６，０００ ６，０００
25mm ３１５，０００ ３２４，０００ ９，０００
30mm ４７２，５００ ４８６，０００ １３，５００
40mm ７８７，５００ ８１０，０００ ２２，５００
50mm １，１０２，５００ １，１３４，０００ ３１，５００
75mm １，５７５，０００ １，６２０，０００ ４５，０００

○公共下水道使用料金
表３　消費税率引き上げ後の影響額の例　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
使用水量 税率５％ 税率８％ 差額
10 ㎥ / 月 １，２６０ １，２９６ ３６
20 ㎥ / 月 ２，６２５ ２，７００ ７５
30 ㎥ / 月 ４，２００ ４，３２０ １２０

※ 1円未満端数切り捨て
○農業集落排水事業使用料
　農業集落排水事業使用料金は平成 26 年 4 月 1 より料金が改定されます。
　農業集落排水事業使用料は、基準日を毎月 1日としているため、4月納入分から改正されます。ご理解とご
協力をお願いいたします。なお、今回の改定は消費税率の引き上げによるものであり、本料金の改定はあり
ません。
表 4　消費税率引き上げ後の影響額の例　（一般世帯の場合）　　　　　（単位：円）
使用人員 税率５％ 税率８％ 差額
３人 ３，１５０ ３，２４０ ９０
４人 ３，６７５ ３，７８０ １０５
５人 ４，２００ ４，３２０ １２０

※ 1円未満端数切り捨て
【問合せ先】
　○水道料金・水道加入金…水道課　☎０２９－２９２－０２３５
　○公共下水道使用料金…下水道課（公共下水道グループ）　　☎０２９－２４０－７１２７
　○農業排水事業使用料…下水道課（農業排水事業グループ）　☎０２９－２４０－７１２８

４月６日～４月１５日 春の全国交通安全運動が始まります

安全は　ゆとりの心と　マナーから
４月は新入学の時期。新入生は慣れない道を通学します。

自動車運転者へのお願い
　 　通学する児童や生徒を見かけたらその行動に十分注意し、減速・徐行・一時停止するなど思いやりのある
運転に努めましょう。

歩行者へのお願い
　 　歩行者は、道路を横断するときは必ず安全を確認し、無理な横断はやめましょう。また、薄暮時や夜間の
外出では、反射材用品を着用しましょう。

〈平成２５年の交通事故状況〉

発生件数
（前年比）

負傷者数
（前年比）

死亡数
（前年比）

茨城町 １８３
（△５３）

２３５
（△５４）

１
（△５）

茨城県 １３，２８０
（△１，４５２）

１７，２７８
（△２，１７０）

１６３
（＋２１）

【問合せ先】みどり環境課　☎２４０－７１３５
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